
（平成２６年４月～平成２７年３月）

　　平成２６年度　　

事  業  報  告  書

公益財団法人横浜市消費者協会



 [ 　]内は前年度実績

     予算額                       (円)      決算額                  (円)

2,957,000 1,876,344

（３）消費生活
     教室

平成２６年度 公益財団法人横浜市消費者協会事業報告書

事　業　名 事　業　実　績　等

Ⅰ　センター運営事業(指定管理事業)

　
   消費者団体及び消費生活推進員と協働し、参加者アンケート等をもとに、消費生活に関するタイムリー
なテーマ・内容等を検討し開催しました。また、１２回のうち１０回を区と共催し、地域で開催しました。
                                                                                  　             (添付資料２参照)

・回数　１２回　                　       <参考>  [Ｈ２５年度   １２回]
・参加者　１，７４７人                   <参考>  [Ｈ２５年度   １，３５６人]

　１　消費者教育事業

　

（１）出前講座
    （講師派遣）

　一般市民及び高齢者の被害の未然防止と早期解決を図る啓発講座として、消費費生活推進員や地域
ケアプラザ、自治会・町内会、障害者団体、学校等が主催する地域での悪質商法被害防止等の講演会
に講師を派遣しました。また、企業の新入社員研修等へも有料で講師を派遣しました。(添付資料１参照)

・派遣回数合計５７回　・参加者数合計４，３３７人 　<参考>[Ｈ２５年度  ・派遣回数合計６７回　・参加者数合計４,２３５人]
①地域団体
・回数　３３回　　　　　　　　　　　　　　　 <参考> [Ｈ２５年度　　　３５回]
・参加者　１，６３３人　　　　　　　　　　　<参考> [Ｈ２５年度　１，２４６人]
②高齢者施設運営者
・回数 １０回 　　　　　　　　　　　　　　　 <参考> [Ｈ２５年度      　１５回]
・参加者 １８７人　　　　　　　　　　　　　 <参考> [Ｈ２５年度     ３５９人]
③区役所等
・回数　２回　　　　　　　　　　　　　　　　 <参考> [Ｈ２５年度　　　　５回]
・参加者　３２９人　　　　　　　　　　　　　<参考> [Ｈ２５年度　　　４２９人]
④大学等
・回数　６回　　　　　　　　　　　　　　　　 <参考> [Ｈ２５年度　　　　６回]
・参加者　２,０４５人　　　　　　　　　　　  <参考> [Ｈ２５年度　 ２,０６７人]
⑤企業等（有料）
・回数　６回　　　　　　　　　　　　　　　　 <参考> [Ｈ２５年度　　　 ６回]
・参加者１４３人　　　　　　　　　　　　　　    　　 　[H２５年度　　　１３４人]
・負担金収入　　７２，０００円　　　　　　 <参考> [Ｈ２５年度   　７２，０００円]

　企業・一般向けリーフレット　「みんなで防ごう悪質商法」（A4判 17ページ）を作成しました。
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【機能活性化事業分】
･作成部数　　　３００部
･配布先　出前講座等

　消費者参加型を目指した啓発グッズとして川柳ハンドタオルを作成しました。
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【機能活性化事業分】
・作成枚数　1，８００枚
･配布先　出前講座等

(2) 悪質商法
　　被害未然
　　防止講座

　
　横浜市老人クラブ連合会（市老連）や横浜市社会福祉協議会ウィリング横浜と連携し、高齢者や福祉関
連従事者等に対して、悪質商法の被害未然防止と早期解決を図るため、啓発講座を実施しました。
　
①市老連との連携
　横浜シニア大学（市老連が各区で開催）に講師を派遣しました。

・回数　１８回　　　　　　　　　　 　  <参考>  [Ｈ２５年度１８回]
・参加者　868人　                　　<参考>  [Ｈ２５年度７８３人]
・悪質商法のビデオや替歌などで楽しく、記憶に残る講座を工夫し実施
・負担金収入　５４，０００円　       <参考>  [Ｈ２５年度５４，０００円]

② ウィリング横浜との連携
　よこはま福祉保健カレッジ（実施主体　横浜市社会福祉協議会 ウィリング横浜）において、福祉関連施設従事者を
対象に、高齢者を悪質商法被害から守るための講座を実施しました。

・回数　９回 　　　　　             <参考>  [Ｈ２５年度       ６回]
・参加者 １，１３７人                    <参考>  [Ｈ２５年度  ５０１人]
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(４) 子ども消費
　　生活セミナー

（６）食品表示･
     安全講座

　

 食の安全や食品表示に対する正しい知識を啓発する観点から、「食の安全に関する講演会」を実施しま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【機能活性化事業分】
･テーマ　安全でおいしい食品を選ぶために　～食品表示から考える～
・講師　食品安全教育研究所　代表　河岸　宏和
・日時　平成２７年１月２９日（木）　１３：３０～１５：３０
･回数　１回　　              　　　　          <参考>　[Ｈ２５年度 　　　１回]
･参加者 ２５０人　　　　　　　　　           <参考>　[Ｈ２５年度 　３７０人]
・会場　神奈川区民文化センター　かなっくホール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  <参考>　[Ｈ２５年度 　戸塚区民文化センター　さくらプラザホール]

≪アンケート結果≫　 「大変ためになった」５３．６％　「ためになった」３７．０％

　子ども（小学校３学年以上）を対象に、夏休みの期間を活用し、消費生活に関し正しい知識を得てもらう
とともに、賢い消費者を育成することを目的として、身近なことを題材とした教室を実施しました。なお、26
年度は新たに慶應大学のサークルと連携し漫才や落語を聴いて楽しみながら学ぶという試みを行いまし
た。

・実施日　８月８日（金）
・回数　２回　                　 　 　  <参考>  [Ｈ２５年度　　２回]
・参加者　４４人  　　　　　       　　<参考>  [Ｈ２５年度　３７人]
・テーマ　 第１部「漫才・落語で楽しく知ろう！決まりごと」
　　　　　   第２部「工作教室・身近なものから作ろう！」
・会場　会議室２・３
・参加費収入　４，４００円　    　   <参考>  [H２５年度３,７００円]

≪アンケート結果≫（午前・午後の合計）
　　　　　　　　　　　　 　第１部「とてもよくわかった」４６.５％、「よくわかった」３４．９％、「わかった」１１．６％
　　　　　　　　　　　 　　第２部「とてもよかった」６２．８％、「よかった」３２．６％

（５）簡易テスト
     教室

　生活に身近な商品を科学的にとらえ、商品を選択する際に必要な知識を習得してもらうとともに、賢い消
費者を育成することを目的として実施しました。内容は講義と簡易的な実習・実験を伴うものとしました。
 

・開催回数合計14回　・参加者数合計３０８人 　 <参考>[Ｈ２５年度・開催回数合計14回　・加者数合計２２７人]

 
① 簡易テスト教室【一般向け】
･回数　１０回　                 　　　  　  　   <参考>  [Ｈ２５年度    １０回]
･参加者　２３８人              　　　　          <参考>  [Ｈ２５年度 １８１人]
･テーマ　 「やさしいお酢の話と不思議なお酢のチカラの体験」「住まいのプチ補修と簡単そうじ術」等
･会場　商品テスト・実習室
･参加費収入　１８，5００円　　　　 <参考> [Ｈ２５年度 １，８００円]
≪アンケート結果≫　 「大変よかった」６６．３％、「よかった」２５．９％

② 簡易テスト指導教室【小中高の教員向け】
　消費者教育に携わる小中高の教員向けに、学校で簡単にできる実験の実習と解説を参加しやすいように夏休み
期間中に実施しました。
・実施日　７月３０日（水）
・回数　２回                　　　　　　　 　<参考>  [H２５年度　２回]
・参加者　３１人　　　　　　　　　　　　　 <参考>  [H２５年度２３人]
・テーマ　「食品表示の基礎知識　-強調表示と味覚テスト-」
・会場　商品テスト・実習室
・参加費収入　３，１００円　            　<参考>  [H２５年度２，３００円]
≪アンケート結果≫　「大変良かった」１０．０％、「良かった」６３．３％

③ 夏休み子ども簡易テスト教室　【小学生向け】
　小学生を中心に簡易な実験を通じて、賢い消費者を育成するための消費者教育の観点から、夏休み期間中に教
室を実施しました。
・実施日　８月５日（火）
・回数　２回　             　　　 　　 　 　 <参考>  [H２５年度　　２回]
・参加者　３９人　　　　　　　　　　　　　 <参考>  [H２５年度　２３人]
・テーマ　「ブロッコリーのDNAを取り出してみよう！～表示についても学ぼう～」
　食塩や中性洗剤等を使って、身近な食品（ブロッコリー）のDNAのらせんを、目で見える大きさで取り出してみる実
習を行いました。また、食品の表示についても学びました。
・会場　商品テスト・実習室
≪アンケート結果≫　「楽しかった」７９．５％、「少し楽しかった」１２．８％
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19,312,000 18,217,257

 
（１）消費生活
    情報よこはま
    くらしナビ

（２）啓発用ポス
    ター、リーフ
    レット

(３) 消費者被害
    未然防止
    啓発グッズ・
　  資料

（４）地域に根差
    した高齢者
    啓発

（５）若者向け
　　消費者啓発
    記事等の
　　掲載

⑥くらしの豆知識  B6判 264ページ
･作成部数　　 ３５０部
・配布先　出前講座や地域のイベント等

  きめ細かい高齢者啓発を目指し、日常的に地域で高齢者と接している区（地区）社会福祉協議会あて
に「悪質商法に注意しよう」「何かあったらセンターに相談しよう」の２点を呼びかける啓発物を配布し、注
意喚起しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【機能活性化事業分】

･啓発物　情報パック、見守りガイドブック、シール等、計約１４，０００部配布
・配布先  区（地区）社会福祉協議会

　県内の全高校生へ配布される高校生新聞Ｈ！Ｐ（エイチピー）に、当センターから若者へのアドバイスを
掲載した記事・広告を掲出し、ネットトラブルが発生しやすい若者に対して、消費者教育の観点から注意
喚起を行いました。広告内容には、岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校に連携・協力いただいたデザ
インを一部使用いたしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【機能活性化事業分】
　
・発行部数 　２１０，０００部
・発行日 平成２６年１２月５日
・掲載エリア 　1ページ（うち 広告部分は下方４段(天地134mm×左右243mm)）

②高齢者向け　　「高齢者をねらう『悪質商法』や『振り込め詐欺』にちょっと待った!!」　　 【機能活性化事業分】
･作成部数
　　ポスター１５０枚、リーフレット１２，０００枚
・配布先　地域ケアプラザ等　　　　 <参考> [Ｈ２６年度　新規]

　広く横浜市民の方に消費者被害の未然防止と、横浜市消費生活総合センターの周知を図ることを目的
に、啓発用グッズを作成し、イベント等を利用して配布しました。
①啓発グッズの作成、配布　                                                      　　　　　　　　　     【機能活性化事業分】
・啓発物と作成数
　ボールペン　　　　　 ８，０００本
　消しゴム　　　　　　　 ６，０００個
　シードペーパー      ３，０００個
　紙袋　（デザイン協力：学校法人岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校） 　　　３，０００枚
　悪質な訪問販売お断りシール　　　２０，０００枚
　シャープペン　　　　　　６，０００本
　マウスパッド　　　　　　　５，０００枚
　ポケットティッシュ　　　２５，０００個
・配布先 　街頭キャンペーン等イベント参加者、出前講座等

②高齢者向けリーフレット　A4判見開き　　                                     　　　　　　　　      【機能活性化事業分】
･作成部数　１２０，０００部
・配布先　横浜市老人クラブ連合会全会員

③契約のきりふだ（高齢者向けリーフレット）　A4判観音折り
･作成部数　　５，０００部
･配布先 　出前講座等

④契約のきりふだ（若者編リーフレット）　A4判見開き
･作成部数　１７，０００部
･配布先   　出前講座や大学新入生オリエンテーションでの講座等

⑤センター案内リーフレット　A4判三つ折
･作成部数　２０，０００部
･配布先   　出前講座や消費生活教室、街頭キャンペーン等

２  消費者啓発事業

　消費生活相談情報（新手の悪質商法や最近の事例）、地域情報（消費生活に関する地域での諸活
動）、商品テスト情報、教室・講座案内等、消費生活に関するタイムリーな情報を掲載し発行しました。

･発行回数 １２回              　                        <参考> [Ｈ２５年度１２回]
･発行部数 各回１０,０００部                             <参考> [Ｈ２５年度各回１０,０００部]

  関東甲信越ブロック（10都県、６政令市、国民生活センター）悪質商法被害未然防止共同キャンペーン
に参加し、啓発用ポスターとリーフレットを作成･配布しました。

①若者向け　 「その話、悪質商法カモ・・・。」
･作成枚数ポスター２９０枚、リーフレット１３，０００枚
　　　　　                                                    　  <参考> [Ｈ２５年度 ポスター１８０枚、リーフレット６，７００枚]
･配布先　市内の高校、大学等
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1,363,000 1,539,771

(1) センター
　ホームペー ジ

更新回数

　　　　　　　　　１１２回
　<参考>
　 　　[H25年度 ４６回]

※従来利用していたOCN提供のアクセス解析ツールが10月に廃止されましたので、グーグルによる計測方法に変更して集計しています。

(2) メールマガ
  ジン配信

①「消費生活ハマメール」
　センターが発行する情報紙「よこはまくらしナビ」に掲載された相談事例や、センターが実施する各種事業等を主
にパソコン向けに配信しました。
･配信回数 　２４回　　　　　　　　　　　　                     <参考> [Ｈ２５年度      ２４回]
･登録者数 　３１１人（新規登録６１人）　                   <参考> [Ｈ２５年度    ２５０人]
･発行日　毎月１０日、２５日

②「はまのタスケ  メール」
　新手の手口や急増している被害事例、今後被害の発生の増加が予想される悪質商法の手口など、消費
生活相談を元にした最新の情報等を携帯電話に向けてコンパクトにまとめて配信しました。
･配信回数     ５１回　　　　　　　　　　　　　　　             <参考> [Ｈ２５年度  　  ５２回]
･登録者数  ７０７人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　<参考> [Ｈ２５年度　 ６７３人]
（新規登録107人　登録抹消73人）
･発行日　原則毎週金曜日

③メールマガジン配信の広報
　「消費生活ハマメール」「はまのタスケ  メール」の会員登録について幅広く市民に周知するため、チラシの増刷・配
布、公的機関が発行する機関誌へ広告の掲載を行いました。
                                                                                                                   【機能活性化事業分】
　
･チラシ増刷部数　１６,５００部
･配布先　出前講座、各種啓発等
･広告掲載機関紙　PTAよこはま、福祉よこはま

３　IT関連情報発信事業

　
　事業案内・相談事例等を掲載し、周知を図っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【機能活性化事業分を含む】

①スマートフォンの普及・閲覧の増加に対応するため専用ページを作成しました。
②セキュリティ強化のため、ホームページのサーバーをバージョンアップしました。
③メール相談ページのセキュリティを強化しました。

名称 アクセス件数　※

センターホームページ
　　　　　　　１４５,１１５件
<参考>
 [H25年度 １２２,７７５件]

（６）センター
   広報・周知
   事業

　
   消費者被害の未然防止と横浜市消費生活総合センターが行う相談業務を広く横浜市民に周知するた
め、交通機関及びラジオ媒体を活用した広報・周知事業を実施しました。　　　　　 　（添付資料３参照）

①電車内・駅改札等での広告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        【機能活性化事業分】

　利用客が多くＰＲ効果の高い交通機関を活用した広告を行いました。

②ＦＭラジオ放送での啓発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　【機能活性化事業分】
 
　ＦＭラジオにより、広く市民に対して消費者被害未然防止の啓発及び横浜市消費生活総合センターの業務内容、
相談専用電話番号等の周知を図りました。
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４　相談事業 105,700,000 101,655,626

　また、相談関係の参考資料等を積極的に購入し整備しました。　 （添付資料４参照）

相談実施内容・相談体制

２６人の相談員が、ローテーション勤務により、相談業務を行いました。

平日 土曜日・日曜日

午前９時　～　午後６時 午前９時　～　午後４時４５分

(正午から午後1時は電話相談のみ) (電話相談のみ)

２０，４０５　件
<参考> [H2５年度 ２１，７０８件]

３，１６７　件
 <参考> [H2５年度 ３，２９３件]

･購入書籍　１７０冊  　　 <参考>  [Ｈ２５年度 １３８冊]　

①電話による相談

  　　       １９，５１１　件
 <参考>
  [Ｈ２５年度　２０，９０９件]

　       　  　３，１６６　件
 <参考>
  [Ｈ２５年度　３，２９１件]

②面接による相談（平日、予約制）

   　　　　　　　８９４　件　※１
<参考>
 [ Ｈ２５年度 ７９８件 ※２]

     　　　　　    　1　件
 <参考>
 [ Ｈ２５年度    ３件]

　　　　　面接相談
　　　　　　８９５件
<参考>
 [ Ｈ２５年度 ８０１件]

センター

　区役所等

相談日

相談受付時間

相談総件数

　　２３，５７２　件
 <参考>  [Ｈ２５年度　２５，００１件]

　　　　　電話相談
　　　　　２２，６７７件
 <参考>
 [Ｈ２５年度　２４，２００件]

平　日

土曜日・日曜日

　　　　　　　　「１回目でつながった」「２回目でつながった」　　　　　　合計　９１．７％
                                                                                             　　　　　　　  <参考> [Ｈ２５年度 ９４．２％]

　　２回目：２月１６日～２月２２日の７日間　　　調査対象　４６９人

　　　　　　　　「１回目でつながった」「２回目でつながった」　　　　　　合計　８１．３％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  <参考> [Ｈ２５年度 ９３．８％]

（１） 消費生活
 相談

  商品やサービスの契約及び品質・安全性等に関する相談･ 問合せに対応しました。なお、国民生活セ
ンターの｢全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）｣を運用し相談処理、統計等を行っていま
す。

　　　　　　　　　　　　　【機能活性化事業分を含む】

≪アンケート実施≫  　　電話つながり度についての調査を２回実施しました。

１回目：８月４日～８月１０日の７日間　　　調査対象　４３３人

※１　土日に受け付けた１件を含む　　※２　土日に受け付けた２件を含む

≪アンケート実施≫ 　今後のセンターの周知の方法や相談業務の改善を図ることを目的に、来所相談者（新規・
　　　　　　　　　　　　　　継続）を対象としてセンターの存在や受付体制、相談員の対応等についてアンケートを
　　　　　　　　　　　　　　実施しました。
　・実施期間、人数　　９月１日～３０日の平日２０日間　　調査対象　７３人

　・面接相談利用者アンケート
　　　　　　　　　　　　　　「センターを知っていたか」等センターの周知について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「以前から知っていた」　４３．１％　「今回初めて知った」５２．９％
　　　　　　　　　　　　　　「話をよく聞いてくれたか」等相談員の対応について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「満足」「やや満足」　合計９３．２％　　　 　　　<参考> [Ｈ２５年度 　９５％]

③メールによる相談

　・メール相談件数 　　　５５８件　　　　　   　　　  　　　　　　　　　　　　　　　  　<参考> [Ｈ２５年度 ６６１件]
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（２）法律相談

（３）専門相談

（４）相談員の
     研修

（５）特別相談
②「若者１１０番」
 　 関東甲信越ブロック悪質商法被害防止キャンペーン事業の一環
･開催日　１月１９日（月）、２０日（火）
・件　 数　２０件　 　　　　　　　　　                                                     　  　<参考> [Ｈ２５年度２０件]

③「多重債務者特別相談」
  国の多重債務者対策本部と関係団体が共同で行う「多重債務者相談強化キヤンペーン２０１４」の一環
・開催日　１２月５日（金）　（事前予約制）
・件　数　０件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   <参考> [Ｈ２５年度　１件]

④「工事・建築１１０番」                                                                     　　　　　　　  【機能活性化事業分】
　相談員が専門的助言を受けるため、建築士を配置
・開催日　6月30日（月）
・件　数　５件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　<参考> [Ｈ２６年度 　新規]

　相談員が専門的助言を受けるため、横浜弁護士会に弁護士の派遣を依頼しました。

・回　数  月５回、６０回               <参考>[Ｈ２５年度  ６０回]　　　　　　　　　　　　 　【機能活性化事業分を含む】
・件　数 　２７２件  　                  <参考>[Ｈ２５年度２９４件]

①相談員が専門的助言を受けるため一般社団法人ＥＣネットワークに専門家の派遣を依頼しました。

・回　数  隔月、６回　               　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 　　　      【機能活性化事業分】
・件　数 　１２件 　                     <参考>[Ｈ２５年度  １２回　４６件]

②相談員が専門的助言を受けるため東京都立産業技術研究センターにクリーニング・繊維の専門家を依頼しまし
た。

・回　数  隔月、６回　               <参考>[Ｈ２６年度新規]　　　　 　　　  　　　　　　　　　　　　【機能活性化事業分】
・件　数 　１７件 　  （他に２件メール相談による助言）

  相談員を対象に法律や専門的な知識などを深めるため研修を実施しました。　　　　(添付資料５参照)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【機能活性化事業分を含む】
 
・専門知識研修（法律研修、接遇研修を含む）  １２回            　　　  <参考> [Ｈ２５年度１２回]

・グループ研修  １２時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　<参考> [Ｈ２５年度１２時間]
　
・派遣研修　　各相談員年間１～2回派遣　　　　　    　　　　　　　　　 　<参考> [Ｈ２５年度各相談員１～2回派遣]
 
　専門知識研修の中で、相談対応能力を高めるため、接遇研修を実施しました。その中で、相談電話対応モニタリ
ング調査を行い、個々の相談員に結果をフィードバックすることにより、相談対応の改善につなげました。

　対象者や分野ごとの特別相談を実施しました。

 
①「高齢者被害特別相談」
　 関東甲信越ブロック悪質商法被害防止キャンペーン事業の一環
・開催日　９月１６日（火）、１７日（水）、１８日（木）
・件　 数　１０３件　 　　　　　　　　　                                                       　<参考> [Ｈ２５年度９３件]
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2,509,000 766,304

(1) 苦情品原因
     究明

(２）共同商品
    テスト

(３）情報の発信

1,089,000 1,335,997

（２）会議室無料
     開放デー

貸出数

１５８冊
  <参考> [Ｈ２５年度２５７冊]

１９６巻
<参考> [Ｈ２５年度２１１巻]

（４）被害未然
    防止街頭
   キャンペーン

　消費者団体､消費生活推進員と連携協働し、街頭で消費者被害の未然防止に向けた「悪質商法追放
街頭キャンペーン」を「正しい計量啓発キャンペーン」と共同で開催しました。今回は鶴見区と栄区の消費
生活推進員による地域での活動内容の展示発表コーナーを設け、市民の方に大変好評でした。
 
・開催日 ３月６日(金)
・会　 場 横浜駅東口　新都市プラザ
・内   容 啓発資料の配布、共同商品テストコーナー、地域活動発表コーナー、安全  安心コーナー、消費生活
　　　　　　相談コー　ナー、危険  危害情報コーナー、計量器体験コーナー、悪質商法パネル2枚の展示、簡易
　　　　　　テストコーナー
・配布物 啓発ポケットティッシュ等　８,５００個　    <参考>[Ｈ２５年度 ８，０００個]

（３）展示･ 情報
     資料室運営

　消費生活に関する図書、資料、ビデオ等の閲覧、貸出、レファレンスサービス等を実施しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【機能活性化事業分を含む】
 衣食住関係や､悪質商法､環境､経済､行政などの資料､図書及びビデオ、ＤＶＤの収集、閲覧  貸出しを実施
・消費生活に関する各種レファレンス（紹介対応）実施           ３５件 <参考> [Ｈ２５年度２４件]
・消費生活推進員等のセンター施設見学に対応し案内を実施　 ８件 <参考> [Ｈ２５年度１７件]
・消費生活情報の音声訳テープ作成、貸出し及び県立ライトセンター、市中央図書館に提供
・配架用図書、DVDの購入　　１２４冊、１巻　　　　　　　　　    <参考> [Ｈ２５年度２３１冊、２０巻]

蔵書数

図　書
３，９４５冊

  <参考> [Ｈ２５年度３，８０９冊]

ビデオ、ＤＶＤ
６３３巻

 <参考> [Ｈ２５年度６０３巻]

　｢消費生活情報よこはまくらしナビ｣に商品テスト室発情報等を随時掲載しました。
・回数　３回　       <参考>　[Ｈ２５年度 　３回]

６　消費者団体等連携支援事業

(１) 施設提供

　消費者団体等への活動支援として会議室の貸出（有料）や活動作業室を提供しました。
 
 消費者団体、学習グループ、団体  企業等に有料で会議室（３室）を提供
・利用件数１，１１１件                     　  　　    <参考> [Ｈ２５年度１，０７０件 ]
・稼 働 率 ５５．０％                        　　　　   <参考> [Ｈ２５年度　 ５３．３％]
・利用料金収入 １，６７５，６００円          　 　   <参考> [Ｈ２５年度　１，６７４，０００円]

 活動作業室の提供
　消費者団体等へロッカー等を貸出

   消費者団体等の活動支援のため、月１回第3金曜日に会議室を無料で開放しました。また、月１回第３
金曜日の無料開放デーについて予約を受け、さらに１か月以内で空いている会議室があれば無料で貸
出しを行いました。

・利用件数　　９件             <参考>　[Ｈ２５年度 １７件]
　　　内訳　第３金曜利用件数８件　（１１５人）、その他の日利用件数１件（１１人）
　　　<参考>[Ｈ２５年度　第３金曜利用件数１２件　（１９５人）、その他の日利用件数５件（４５人）]

５　商品テスト事業

 
消費生活相談に伴う苦情品について、原因究明のための商品テストを実施しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　【機能活性化事業分を含む】
①技術士会への委託　５件　　　　　　　　                       　　                       <参考>　[Ｈ２５年度 ２３件]
　　　クリーニング品４件、被服品１件
②建築など専門機関への委託　４件 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  <参考>　[Ｈ２５年度   ２件]
　　　リフォーム工事４件
③安全に対する原因究明検査機関への委託　６件　　　　　　　 　　          　<参考>　[Ｈ２５年度 ９件]
      国民生活センター　　２件　　　　製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）　　４件

　
消費生活推進員、消費者団体連絡会の協力を得て、市販品について共同でテストを実施し、実施結果を
「消費生活情報よこはまくらしナビ｣やホームページに掲載するとともに、街頭キャンペーンでパネル展示
を行うなど、広く市民に情報提供しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【機能活性化事業分を含む】

・テスト検体：ふとんクリーナー（合計４点）
・テスト内容：表示等の点検、機能性・安全性・使用性のテストについて実施
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(５) 消費者団体
    等連携推進
    会議

(６) 会議室利用
    者懇談会

6,942,000 6,879,801

施設管理

185,000 284,305

　　　　　　アクセス件数
　　　　　　　１３，７５８件

　<参考>
　 [Ｈ２５年度７，６３５件]

　　　更新回数　１３回

　　<参考>
　　　 [Ｈ２５年度１３回]

（１）大学等との
     連携

＜若者啓発＞

①学校法人岩崎学園と協定を結び、横浜デジタルアーツ専門学校の学生と協働で、若者の感性と目線

を活かした啓発として、県内全高校生へ配布される高校生新聞（Ｈ！Ｐ）内に、若者を狙った悪質商法例

やセンター周知記事と広告デザインを作成しました。

　また、よこはま動物園ズーラシアで実施した計量イベントのクイズラリーやポスター等のデザイン協力を

得て、当日のイベントにも学生・教員が参画し会場を盛り上げました。

②横浜市大（学生課）と協働で、大学が発行する情報誌に啓発情報を掲載し（１１月・３月発行）、関東学

院大学の学生支援室で啓発物の掲出・配布を行いました。

③明治学院大学からインターンシップの学生２名を受け入れ、就業体験を行いました。（8月の4日間）

④市内の４大学（横浜市立大学、明治学院大学、横浜美術大学、桐蔭横浜大学）の新入生オリエンテー

ションで啓発講座を実施するとともに啓発物を配布しました。

(2) 人材登録･
     紹介事業

　消費生活関連の講演可能な人材を登録し、消費者団体等に紹介しました。

・登録分野　食関連、生活関連、金融関連、環境関連、消費者関連
・登録数（累計）　５４件　　                                                                               <参考> [Ｈ２５年度 ５４件]
・紹介数　　  　　 　８件                                                    　　　　　　　　   　　　　　 <参考> [Ｈ２５年度 ４件]

(３)協会ホーム
　　ページ

　事業計画書、事業報告書、収支予算書、決算
報告書等を掲載しました。

※従来利用していたOCN提供のアクセス解析ツールが10月に廃止されましたので、グーグルによる計測方法に変更して集計しています。

　消費者団体､消費生活推進員と連携し、センター事業に消費者の視点や意見を取り入れるとともに、消
費者啓発に関する意見交換を行いました。
 
・開催日 ９月９日(火)、１２月４日（木）       　　　　　　 　<参考> [Ｈ２５年度 ２回]
・内   容 　消費生活教室、共同商品テスト、街頭キャンペーン等についての検討､意見交換

　より使いやすい会議室の運営を目指して利用者との意見交換を実施しました。

・開催日 　１２月４日(木)   　<参考> [Ｈ２５年度 １回]
・内   容 　利用状況、無料開放デー等について意見交換

７　消費生活総合センター施設管理事業

　消費生活総合センター（ゆめおおおかオフィスタワー4階  5階）の設備管理及び清掃等実施しました。

Ⅱ　協会事業
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27,523,000 27,517,991

不合格数 不合格率

８２戸

 <参考>
 [Ｈ２５年度 ６８戸]

３.０%

 <参考>
[Ｈ２５年度 ２.６％]

１２６台

<参考>
[Ｈ２５年度 ８０台]

1.５%

　 <参考>
[Ｈ２５年度 1.４％]

０個
 

<参考>
[Ｈ２５年度０個]

０%

<参考>
[Ｈ２５年度０％]

　※横浜市手数料収入

１,２７９個
 

<参考>
[Ｈ２５年度　１,４５５個]

定期検査手数料 ８,９７２,９４０円   <参考>[Ｈ２５年度７,０４２,８００円]

②よこはま動物園ズーラシアで実施した「はかって・つくって・くらし発見」では、岩崎学園横浜デジタル
アーツ専門学校の学生が、若者の感性を活かした効果的なポスター作成などデザインに協力し、当日の
イベントにも学生・教員が主催者側として実施に協力してくれました。
　

 「はかって・ つくって・ くらし発見」を実施

・開催日 　１０月１８日(土曜日)

・会   場 　よこはま動物園ズーラシア

・内   容 　はかりの工作、クイズラリー、重さ当てクイズ等

・参加者数 ２,１００人（クイズラリー、重さ当てクイズ等の参加者合計）

 (公社)神奈川県計量協会主催の「計量フェア」へ参画

・開催日 　１１月１日(土)

・会　 場 　新都市プラザ（横浜駅東口）

・内　 容 　計測体験コーナーなどを実施

・参加者数 　３,０００人（フェア全体での参加者数）

 「正しい計量啓発キャンペーン」を「悪質商法追放街頭キャンペーン」と共同で開催
・開催日 　３月６日(金)
・会　場 　新都市プラザ（横浜駅東口そごう地下2階正面入口前広場）
・内　容 　重さ当てクイズ、啓発資料の配布など
・参加者数 　２００人（計量ブースのみの参加者数）

Ⅲ　計量検査事業　（受託事業）

特定計量器定期
検査事業

 ①計量法に基づく横浜市の指定定期検査機関として、市南部方面１０区（旭区、泉区、磯子区、金沢区、 港南
区、栄区、瀬谷区、戸塚区、保土ヶ谷区、南区）の取引及び証明に使用される計量器の定期検査を実施しました。
   検査台数：８，１４６台、２，７５２戸

検査数

検査戸数

２,７５２戸
 

<参考>
[Ｈ２５年度２,５９４戸]

検査計量器台数

８,１４６台
 

<参考>
[Ｈ２５年度５,８１９台]

検査分銅  おもり数
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予算額 決算額

64,538,000 59,094,447

1,311,000 844,657

（２）食品表示・
　　 安全講座

15,790,000 14,508,359

（２）啓発用ポス
    ター、リーフ
    レット

(３) 消費者被害
   未然防止
   啓発グッズ・
　 資料

（４）地域に根差
    した高齢者
    啓発

（５）若者向け消
     費者啓発記
　　事等の掲載

  きめ細かい高齢者啓発を目指し、日常的に地域で高齢者と接している区（地区）社会福祉協議会あて
に「悪質商法に注意しよう」「何かあったらセンターに相談しよう」の２点を呼びかける啓発物を配布し、注
意喚起しました。

･啓発物　情報パック、見守りガイドブック、シール等、計約１４，０００部配布
・配布先  区（地区）社会福祉協議会

　県内の全高校生へ配布される高校生新聞Ｈ！Ｐ（エイチピー）に、当センターから若者へのアドバイスを
掲載した記事・広告を掲出し、ネットトラブルが発生しやすい若者に対して、消費者教育の観点から注意
喚起を行いました。広告内容には、岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校に連携・協力いただいたデザ
インを一部使用いたしました。
　
・発行部数 　２１０，０００部
・発行日 平成２６年１２月５日
・掲載エリア 　1ページ（うち 広告部分は下方４段(天地134mm×左右243mm)）

（６）センター
     広報・周知
     事業

　
   消費者被害の未然防止と横浜市消費生活総合センターが行う相談業務を広く横浜市民に周知するた
め、交通機関及びラジオ媒体を活用した広報・周知事業を実施しました。　　　　　（添付資料３参照）

①電車内・駅改札等での広告による啓発を実施しました。
　利用客が多くＰＲ効果の高い交通機関を活用した広告を行いました。

②ＦＭラジオ放送による啓発を実施しました。
　ＦＭラジオにより、広く市民に対して消費者被害未然防止の啓発及び横浜市消費生活総合センターの業務内容、
相談専用電話番号等の周知を図りました。

　食の安全や食品表示に対する正しい知識を啓発する観点から、「食の安全に関する講演会」を実施しま
した。
･テーマ　「安全でおいしい食品を選ぶために」　～食品表示から考える～
・講師　食品安全教育研究所　代表　河岸　宏和
・日時　平成２７年１月２９日（木）　１３：３０～１５：３０
･回数　１回　　　　　　　   　　　　                                   <参考>　[Ｈ２５年度 　　　１回]
･参加者 ２５０人　　　　　　　　　                                      <参考>　[Ｈ２５年度 　３７０人]
・会場　神奈川区民文化センター　かなっくホール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 <参考>　[Ｈ２５年度 　戸塚区民文化センター　さくらプラザホール]
≪アンケート結果≫　 「大変ためになった」５３．６％　「ためになった」３７．０％

２　消費者啓発事業

  関東甲信越ブロック（10都県、６政令市、国民生活センター）悪質商法被害未然防止共同キャンペーン
に参加し、啓発用ポスターとリーフレットを作成･配布しました。
②高齢者向け　　「高齢者をねらう『悪質商法』や『振り込め詐欺』にちょっと待った!!」
･作成部数
　　ポスター１５０枚、リーフレット１２，０００枚
・配布先　地域ケアプラザ等　　　　 <参考> [Ｈ２６年度　新規]

　広く横浜市民の方に消費者被害の未然防止と、横浜市消費生活総合センターの周知を図ることを目的
に、啓発用グッズを作成し、イベント等を利用して配布しました。

①啓発グッズの作成、配布
・作成数
　ボールペン　　　８，０００本
　消しゴム　　　６，０００個
　シードペーパー　　　３，０００個
　紙袋　（デザイン協力：学校法人岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校） 　　　３，０００枚
　悪質な訪問販売お断りシール　　　２０，０００枚
　シャープペン　　　６，０００本
　マウスパッド　　　５，０００枚
　ポケットティッシュ　　　２５，０００個
・配布先 　街頭キャンペーン等イベント参加者、出前講座等

③高齢者向けリーフレット　A4判見開き
･作成部数　１２０，０００部
・配布先　横浜市老人クラブ連合会全会員

平成２６年度センター機能活性化事業（再掲）

１　消費者教育事業

（１）出前講座

　企業・一般向けリーフレット　「みんなで防ごう悪質商法」（A4判 17ページ）を作成しました。
･作成部数　　　３００部
･配布先　出前講座等

　消費者参加型を目指した啓発グッズとして川柳ハンドタオルを作成しました。
・作成枚数　1，８００枚
･配布先　出前講座等
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３　センターサポーター制度ＩＴ関連情報発信事業 866,000 617,589

（１）ホーム
　　ページ

（２）メールマガ
　　ジン配信の
　　広報

４　相談事業 44,731,000 42,275,854

（１）消費生活
    相談

（２）法律相談

(3)専門相談

（４）相談員の
     研修

（５）特別相談

1,840,000 639,261

(1) 苦情品
    原因究明

(２）共同商品
    テスト

0 208,727

(３) 展示・情報
　　資料室運営

６　消費者団体等連携支援事業

　消費生活に関する図書、資料、ビデオ等の閲覧、貸出、レファレンスサービス等を実施しました。
　
・配架用図書、ＤＶＤの購入　１２４冊、１巻　　　　　　　　　　　　　　【機能活性化事業分　７７冊、１巻】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 <参考> [Ｈ２５年度２３１冊、２０巻]

相談員を対象に法律や専門的な知識を深めるため研修を実施しました。（添付資料５参照）
・法律研修、接遇研修を含む専門知識研修１２回  　 　　【機能活性化事業分　６回】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<参考> [Ｈ２５年度１２回]
 


④「工事・建築１１０番」
　　住宅リフォーム工事等、建築に関するトラブルは中高年齢者に被害が多く発生しており、消費者被害の未然防
止や早期救済を図るため、専門家による特別相談「工事・建築１１０番」を実施しました。

・実施日　6月30日（月）
　　　　　　　相談員が専門的助言などを受けるため、建築士を配置しました。
・件　数　５件　　　　　　　　　　　　　　　<参考> [Ｈ２６年度 　新規]

５　商品テスト事業

　消費生活相談に伴う苦情品について、原因究明のための商品テストを実施しました。

建築など専門機関への委託　4件
・内訳　リフォーム工事4件           <参考> [Ｈ２５年度   ２件]

  消費生活推進員、消費者団体連絡会の協力を得て、市販品について共同でテストを実施し、この共同
商品テストの結果を「消費生活情報よこはまくらしナビ｣やホームページに掲載するとともに、街頭キャン
ペーンでパネル展示を行うなど、広く市民に情報提供しています。この共同商品テストを行ううえで、テスト
で使用する検体（ふとんクリーナー合計４点）を購入しました。

スマートフォンの普及・閲覧の増加に対応するため専用ページを作成しました。

　メールマガジン配信の広報
「消費生活ハマメール」「はまのタスケ  メール」の会員登録について幅広く市民に周知するため、チラシ
の増刷・配布、機関紙への広告掲載を行いました。
 
･チラシ増刷部数　１６,５００部
･配布先　出前講座、各種啓発等
･広告掲載機関紙　PTAよこはま、福祉よこはま

　消費生活相談の充実を図るため、体制等の強化を行いました。（継続実施）

・相談員の処遇改善
・消費者教育・啓発相談資料の購入　１７０冊　 　【機能活性化事業分１８冊】　             <参考> [Ｈ２５年度 １３８冊]

　相談員が専門的助言を受けるため横浜弁護士会に弁護士派遣を依頼しました。

・回　数  月５回、６０回        　【機能活性化事業分　１２回】　　　　　　　　　　　　     <参考>[Ｈ２５年度 　 ６０回]
・件　数 　２７２件  　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　　　　　　　 <参考>[Ｈ２５年度　２９４件]

①相談員が専門的助言を受けるため一般社団法人ＥＣネットワークに専門家の派遣を依頼しました。

・回　数  隔月、６回
・件　数 　１２件 　                  　   <参考>[Ｈ２５年度  ４６件]

②相談員が専門的助言を受けるため東京都立産業技術研究センターにクリーニング・繊維の専門家を依頼しまし
た。

・回　数  隔月、６回　            　　    <参考>[Ｈ２６年度新規]
・件　数 　１７件 　  （他に２件メール相談による助言）
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